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４月１８日（火）香取市農業委員会会長 伊藤 寛は、下記議案審議のため、農業委員会総会

を香取市役所５階大会議室に招集した。 

 

日程第１  議案第１号 農地法第３条の許可申請に係る下限面積の設定について 

日程第２  議案第２号 香取市農業委員会農地等の利用の最適化の推進に関する指針の改正

について 

日程第３  議案第３号 平成 29年度の目標及びその達成に向けた活動計画について 

日程第４  議案第４号 農地法第３条の規定による許可申請について 

日程第５  議案第５号 農用地利用集積計画の決定について 

日程第６  議案第６号 農用地利用配分計画案に対する意見について 

日程第７  議案第７号 香取市農業振興地域整備計画の変更に関する意見について 

日程第８  報告第１号 農地法第 18条第６項の規定による通知について 

日程第９  報告第２号 農業経営基盤強化促進法に基づく利用権の中途解約に係る通知につ

いて 

日程第１０ 報告第３号 農地法施行規則第 29条第１号に関する農地転用の届出について 

日程第１１ 報告第４号 軽微な農地改良の届出について 

日程第１２ 報告第５号 農地法の許可を要しない農地等の権利取得の届出について 

  

１． 出席委員は 19名で、その氏名は下記のとおり 

    １番  松  枝  和  夫       ２番  越  川  定  勝        

３番  冨  澤  克  彦       ４番  寺  島  美  幸 

    ５番  飯  森     孝       ６番  片  野  壽  夫 

７番  海 老 澤     武       ８番  髙  松  多 可 史 

９番  鵜  澤  幹  司      １０番  林     藤  江 

   １１番  菅  谷  樹  雄      １２番  内  山  勝  己 

１３番  篠  塚  正  悟      １４番  髙  木  甚  一 

   １５番  伊  藤  は つ 子      １６番  髙  木  重  樹 

   １７番  伊  藤     寛      １８番  栗  林  利  男 

   １９番  大  堀     潔 
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１． 欠席委員 なし 

     

１． 事務局職員出席者 

事務局長 篠  塚  和  広    管理班長 髙  岡     晃 

農地班長 越  川  泰  克    主  査  滑  川  典  文 

主任主事 佐 々 木  卓  也 
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          開会 午後 ３時００分 

議  長 それでは、本日の出席委員の確認をいたします。 

  本日の出席委員は 19名です。 

したがいまして、委員の過半数が出席しておりますので、本日の総会は成立しております。 

議  長 ただいまから、平成 29年度第１回農業委員会総会を開会いたします。 

  これより、会議に入ります。 

  この際、議席の指定をいたします。 

  大堀 潔委員の議席は、香取市農業委員会会議規則第６条第２項の規定により、19番を指

定いたします。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

   ◎議事録署名委員の選任 

議  長 次に、議事録署名委員の選出をいたします。 

議長指名とさせていただきたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

議  長 異議なしと認めます。 

それでは、７番 海老澤武委員、16番 髙木重樹委員を指名いたします。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

   ◎議案の提出 

議  長 本日の提出議案について、お諮りいたします。 

  日程第１ 議案第１号 ないし 日程第 12 報告第５号を提案申し上げます。 

これにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

議  長 異議なしと認めます。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

   ◎日程第１ 議案第１号 

議  長 日程第１ 議案第１号を議題といたします。 
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  事務局より、議案の朗読と説明をお願いいたします。 

事務局農地班長 議案第１号 農地法第３条の許可申請に係る下限面積の設定について。下記

のとおり農地法第３条第２項第５号の規定による農業委員会が定める下限面積（別段の面積）

の設定について審議を求める。平成 29年４月 18日提出、香取市農業委員会会長 伊藤 寛。 

 議案の概要を説明します。 

 議案第１号は下限面積の設定でございます。 

 農地法第３条第２項第５号に下限面積の規定があり、北海道を除く都府県については 50

アール以上とされておりますが、農業委員会は農林水産省令で定める基準に従い、市町村の

区域内全部または一部について、これらの面積の範囲内で別段の面積を定め、これを公示し

たときは、その面積を下限の面積として設定できることとなっております。 

 つきましては、今年度、香取市の下限面積（別段の面積）の設定について、以下のとおり

提案するものであります。 

 農地法第３条第２項第５号の規定に基づく下限面積について、香取市は 50アール以上とい

うことでご提案申し上げます。 

 理由につきましては、（１）2015年農林業センサスで経営面積が 50アール以上の農地保有

農家が市内全農家数の９割を超えているため。 

 （２）管内、これは昨年度委員の皆様方にご協力いただきました荒廃農地調査の結果でご

ざいますけれども、荒廃農地率が 4.25％と比較的低いため。 

 以上の理由でございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

議  長 これより、質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

議  長 質疑なしと認めます。 

  次に、採決いたします。 

  議案第１号は、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

議  長 異議なしと認めます。 

  よって、議案第１号は、原案のとおり決定いたします。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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   ◎日程第２ 議案第２号 

議  長 日程第２ 議案第２号を議題といたします。 

  事務局より、議案の朗読と説明をお願いいたします。 

事務局農地班長 議案第２号 香取市農業委員会農地等の利用の最適化の推進に関する指針の

改正について。平成 28年８月 19日付けで、承認を受けた香取市農業委員会農地等の利用の

最適化の推進に関する指針について、下記のとおり改正したいので審議を求める。平成 29

年４月 18日提出、香取市農業委員会会長 伊藤 寛。 

  議案の概要を説明します。 

  本案件は、平成 28年４月１日施行の改正農業委員会法に基づきまして、「農地等の利用の

最適化の推進」が規定されたことにより、昨年８月 19日に招集の８月総会において現行指針

の承認を受けて公表したものでございます。なお、今回、数値目標等を表形式で明確にする

ため所要の改正を行うということで提案するものでございます。 

  なお、議案には改正案と現行指針を載せてございますが、説明は改正案の各項目の目標数

値のみの説明とさせていただきます。 

  最初に３ページでございます。 

  遊休農地の発生防止・解消についてということで、（１）遊休農地の解消目標でございます。 

  これが現状、平成 28年４月が新法施行の数字でございますけれども、管内の農地面積、こ

れは 11,300ヘクタールとさせていただいております。この面積は農林水産省の耕地面積統計

の数値、これを規定値としております。 

  遊休農地面積でございますが、28年４月現在が 461ヘクタール、遊休農地の割合、これは

Ｂの面積をＡで割ったものでございますけれども、4.07％。 

  ３年後の 31年４月の目標ですけれども、遊休農地面積を 417ヘクタール、割合を 3.69％、

平成 35年４月の目標を 300ヘクタール、2.65％という割合で、定めさせていただいておりま

す。 

  中の項目については、省略させていただきます。 

  続きまして、４ページの２の担い手への農地利用の集積・集約化について、でございます。   

  （１）の農地利用集積目標という表でございます。 

  これも先ほどと同じく 28 年４月の現状としまして、３年後、31 年の４月の目標とさせて

いただきます。管内農地の面積も同じ数値でございます。Ｂの集積面積でございますけれど

も、現状を 1,884.4 ヘクタール、３年後の目標を 3,390.0 ヘクタール、35 年４月の目標を
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5,763.0ヘクタールとさせていただいております。集積率ですけれども、16.7％、30％、51％

というふうにしております。 

  この 51％ですけれども、この目標設定の考え方を、説明させていただきます。 

  平成 26年３月に策定された「千葉県農地中間管理事業の推進に関する基本方針」のなかで、

「概ね 10年後に、県内全農用地の 51％を担い手が利用することを目標とする。」ということ

から、県に準じまして香取市の耕地面積である、11,300ヘクタールの 51％で 5,770ヘクター

ルを 10年後の集積目標とすることでございます。 

  若干、それを比べるとちょっと早めの達成に見えますけれども、これはすべて最適化・推

進が順調にいくことを思っている過程でございますので、ご理解のほどお願いいたします。 

  この数値については、当時の農政課の方より一応ご意見をいただいた数値でございます。 

  あと、５ページは、省略させていただきまして、６ページの３の新規参入の促進目標につ

いて、でございます。 

  表の中で、先ほどと同じ現状、３年後の目標、あと 35年４月の目標としております。 

  これにつきましては、新規参入者を個人、法人ということで、それぞれ目標を立てており

ます。現状は個人が３人、法人が４法人ということで、28年４月現在ございました。 

  ３年後は、個人 12人、12法人、35年４月にはさらに 20人、28法人を積み上げていくと

いうことで定めてございます。 

  これにつきましては、目標数値がかなり高めと思われるかもしれませんけれども、昨年の

指針策定時について、県の方に確認したところ、より高い目標を持って、もう一度最適化推

進を目指すことが重要ということで、ご指導いただきましたので、数値についてはかなり高

めの数値かなというふうには考えておりますけれども、各委員の皆様方におかれましては、

農地の最適化推進のために、この目標数値を持って努力していただきますというふうに思い

ますので、ご協力のほど、よろしくお願いしたいと思います。 

  改正案については、以上でございます。 

議  長 本件は、農業委員会等に関する法律第７条第２項の規定により、農地利用最適化推

進委員の意見を聴くこととされています。 

  よって、農業委員のほか、推進委員各位の意見を伺います。 

  ご意見等はありませんか。 

         （「なし」の声あり） 

議  長 意見ないようですので、なしと認めます。 
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  次に、採決いたします。 

  議案第２号は、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

議  長 異議なしと認めます。 

  よって、議案第２号は、原案のとおり決定いたします。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

   ◎日程第３ 議案第３号 

議  長 日程第３ 議案第３号を議題といたします。 

  事務局より、議案の朗読と説明をお願いいたします。 

事務局農地班長 議案第３号 平成 29年度の目標およびその達成に向けた活動計画について。

下記のとおり、香取市農業委員会農地等の利用の最適化の推進に関する指針に基づき、平成

29年度の目標およびその活動計画について審議を求める。平成 29年４月 18日提出、香取市

農業委員会会長 伊藤 寛。 

  議案の概要を説明します。 

  本案件は、議案第２号の香取市農業委員会農地等の利用の最適化の推進に関する指針に基

づき、具体的な年度目標および活動計画を定めるものでございます。 

  これも、各項目の年度目標のみを説明申し上げます。 

  議案書の 12ページをお願いいたします。 

  Ⅱの担い手への農地の利用集積・集約化ということで、２の 29年度の目標及び活動計画と

いうことでございます。 

  こちらの集積目標面積を 2,492ヘクタールとさせていただいております。うち新規集積面

積ということで 300ヘクタールを前年度の実績からの積み上げということでございます。 

  活動計画につきましては、農業委員さん、最適化推進委員さん、地域において担い手であ

ります認定農業者へ、農地集積に係る利用調整活動を行なっていただくということ。 

  あと、基盤強化促進事業の売買制度を活用して、やはり担い手への農地の集積を促進する。 

  また、これは農政課との連携でございますが、農地利用集積円滑化事業の活用によりまし

て、集積を上げております。 

  あと、農地中間機構ですね、管理機構との連携で集積を行うということです。 

  Ⅲの新たな農業経営を営もうとする者の参入促進ということでございます。 
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  ２の平成 29年度の目標及び活動計画ということで、個人・法人合わせまして目標数を６経

営体とさせていただいております。参入目標面積も５ヘクタールとしております。 

  活動計画につきましては、昨年度より人・農地プランの策定が進んでおりまして、そこで

中心となる経営体を明確にするということで、集落営農組織が新規に立ち上がっているとこ

ろもありますので、この目標につきましては、この人・農地プランの策定にあわせて集落営

農組織の設立に向けて集落説明会を実施していただくということでございます。 

  次に、13ページの遊休農地に関する措置でございます。 

  こちらも２の平成 29 年度の目標および活動計画ということで遊休農地の解消目標面積 30

ヘクタールとさせていただいております。 

  この遊休農地の調査につきましては、昨年度、一昨年度に比べて約 50ヘクタール超出てお

ります。これは、調査の精度もあるかと思いますけれども、今年度は６月に県が作成しまし

た荒廃農地調査に関する冊子ができましたので、それに具体的に農地の状態を判断する写真

等が付いております。それに基づいて、今年度ある程度の不作付地、１年、２年作っていな

い農地、これは荒廃農地とは言わない場合がありますので、その辺のことはまた改めて説明

会を開きますので、精査していただいて遊休農地面積も縮減できるんではないかなというふ

うに考えております。 

  調査実施時期は昨年度と同じく８月から９月、暑い時期で忙しいと思いますけれども、国

から示めされている調査実施が８月、９月、10月位の間で実施しなさいと。その調査結果を

元に農地利用意向調査を実施しておりますので、その関係上どうしても調査がこの時期にな

ってしまうということで、ご理解のほどお願いしたいと思います。 

  続きまして、最後に違反転用への適正な対応ということで、本市におきまして、違反転用

物件とされたものは約２ヘクタール位ございます。これについては、いろいろ問題がござい

まして、早期に解決するのは難しい面もあるんですけれども、日常的な違反転用の防止につ

きましては個々の農地パトロール、あと審査会の農地パトロール等行っておりますので、そ

の辺未然に防止、早期発見等を実施してですね、違反転用についてはなるべく発生が起きな

いように今年度も取り組みたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

議  長 本件について、農業委員のほか、推進委員各位の意見を伺います。 

  ご意見はございませんでしょうか。 

小林推進委員 小林と申します。13ページの遊休農地に関する措置ということで、その下の課
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題というところで、遊休農地の増加の要因としては農家の高齢化、後継者、それと離農者の

増加が考えられると書いてありますけれども、ここはやっぱり基本的に所得の低減というの

があるんじゃないかなと思いますけれども、なぜ所得というのを入れないのでしょうか。今、

経費がすごくかかっているということで手取りさせ増えれば、もう少し農家をやる人が増え

るんじゃないかなと思いますけれども。 

事務局農地班長 それにつきましては、農家の統計調査等々、農家の高齢化、後継者などがあ

りまして、所得の低減というのは今まで私も農業上の聞いたことがなかったので、書いてい

なかったのですが、今の小林委員さんの意見も確かに納得する部分もあります。それに小林

推進委員さんの意見等ありますので、所得の低減ということで課題をもう一つ追加した方が

よろしいかと思います。 

議  長 それでは、今、小林推進委員さんの意見に関しまして、載せた方が良いのか、いが

がするかということで、審議をいたします。 

  どうでしょうか。皆さん、一緒に賛同いただければ載せる方ということで、挙手なり同意

をお願いしたいですけれども、賛成ですか。皆さん、どうですか。 

  それでは、皆さん、いきなりこういう質疑をお伺いしても、すぐ回答いただけるといいん

ですけれど、やはり意見は意見でございましたので、文書上入れても差し支えないと思いま

すので、それも一つの要因と私も見受けられますので、せっかく小林推進委員さんが言って

くれたので、これは文書の方へ今後のためにも入れますので、小林推進委員さん、それでよ

ろしいですか。 

小林推進委員 はい、ありがとうございます。 

議  長 皆さん、これで賛同していただけますか。 

          （「異議なし」の声あり） 

議  長 ありがとうございます。 

  ほかに、なにか意見ありませんでしょうか。 

          （「なし」の声あり） 

議  長 意見なしと認めます。 

  次に、採決いたします。 

  議案第３号は、原案に小林推進委員さんの意見を加えて決定することに、ご異議ありませ

んでしょうか。 

          （「異議なし」の声あり） 
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議  長 異議なしと認めます。 

  よって、議案第３号は、原案に小林推進委員さんの意見を加えることに決定いたします。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

   ◎日程第４ 議案第４号 

議  長 日程第４ 議案第４号を議題といたします。 

  事務局より、議案の朗読と説明をお願いいたします。 

事務局農地班長 議案第４号 農地法第３条の規定による許可申請について。下記のとおり農

地法第３条の規定による許可申請書の提出があったので、許可について審議を求める。平成

29年４月 18日提出、香取市農業委員会会長 伊藤 寛。 

 議案の概要を説明します。 

 ページは、14ページから 18ページで、整理番号は１番から７番までです。 

14ページの整理番号１番、16番ページの整理番号４番の案件については、譲渡人が経営移

譲年金を受給中のため、親子間により使用貸借権の再設定を行うものであります。 

  次に、15ページの整理番号２番の案件については、親子間による贈与であります。 

  なお、申請者は匝瑳市内に所有している農地についても、現在一括贈与の申請中であると

のことです。 

次に、15ページの整理番号３番の案件については、譲受人が香取市内に農地を取得して新

規参入するものであります。 

  なお、譲受人は既に地元農家の指導を受けまして、申請地の農地を耕作しております。 

  次に、17ページの整理番号５番、18ページの整理番号６番、７番の案件については、譲受

人が農号経営規模の拡大を図ることを目的として、売買により所有権移転を受けるものであ

ります。 

  以上、７件でございます。 

  ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

議  長 次に、事前審査会の報告をお願いします。 

  第１班 班長 髙木重樹委員。 

１６番髙木委員 去る、４月 11日、火曜日午後１時 30分より市役所３階 302号会議室におい

て、第１班の事前審査会を開催いたしました。 

  提出されました農地法第３条の案件は７件であります。 
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  案件については、それぞれ写真および書類により審査を実施いたしました。 

  それでは、審査結果について、ご報告いたします。   

  整理番号１番から７番まで審査した結果、議案第４号の案件については、農地法第３条第

２項規定の不許可の項目には該当せず、全部効率利用要件、農作業常時従事要件、下限面積

要件、地域との調和要件を満たしており、権利取得後も適切な管理が行われるものと考えま

す。 

  したがって、許可が妥当であるとの結論に達しました。 

  詳細につきましては、担当農業委員より説明お願いします。 

議  長 次に、担当委員の意見をお願いします。 

  整理番号１番について、議席番号１番 松枝委員。 

１番松枝委員 整理番号１番について、現地調査等を行った結果を説明いたします。 

  この申請は、父が経営移譲年金を受給しているため、農業後継者である子と使用貸借権の

再設定を行うものであります。 

  したがって、今後も農地の良好な維持管理が可能であり、許可が妥当と判断をいたします。 

  ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

議  長 次に、２番について、２番 越川委員。 

２番越川委員 整理番号２番について、現地調査等を行った結果を説明いたします。 

  この申請は、母親から子に農地を一括贈与により譲り渡すものです。 

  母親は高齢のため農業経営を子に譲り、後継者である子が農業経営を開始するものです。 

  親子間の贈与であり、今後も適正な農地の維持管理が行われると思われることから、取得

要件を満たしており許可が妥当と判断をいたします。 

  ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

議  長 次に、３番について、４番 寺島委員。 

４番寺島委員 整理番号３番の申請は、譲渡人は県外居住のため農地管理が困難となりつつあ

ること、譲受人は農業経営に新規参入したいことから、売買にて譲り受けるものです。 

  申請地は譲受人が数年前から荒地を整備し耕作しており、近隣農家の指導を受けながら農

業を行っております。 

  なお、現在住所地が〇〇〇となっておりますが、これは、移住するための住家が大変古く、

水道・浄化槽なでのライフラインやインターネット環境の整備など、設備改修に時間を要し

ているためであります。 
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  サツマイモやジャガイモの栽培を計画しており、所有権移転後も良好な維持管理が行われ

ると思われます。 

  したがって、取得要件を満たしており許可が妥当と判断をいたします。 

  ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

議  長 次に、４番について、６番 片野委員。 

６番片野委員 整理番号４番について、現地調査等を行った結果を説明いたします。 

  この申請は、父が経営移譲年金を受給しているため、農業後継者である子と使用貸借権の

再設定を行うものであります。 

  したがって、今後も農地の良好な維持管理が可能であり、許可が妥当と判断をいたします。 

  ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

議  長 次に、５番について、12番 内山委員。 

１２番内山委員 整理番号５番について、現地調査等を行った結果をご説明申し上げます。 

  この申請は、譲渡人は農業経営の規模縮小のため農地を処分したい意向があり、近隣農地

所有者である譲受人と売買による所有権移転の協議が整ったものでございます。 

  申請地は、作付良好な優良農地で、譲受人の自作地に近い通作利便な農地でございます。

所有権移転後も農地の良好な維持管理が実施できるものと考えます。 

  したがいまして、取得要件を満たしており許可が妥当と判断をいたします。 

  ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

議  長 次に、６番、７番の２件について、19番 大堀委員。 

１９番大堀委員 整理番号６番、７番について、現地調査等を行った結果を説明いたします。 

  この申請は、譲受人が農業経営の規模拡大を図るため、自作地に隣接している農地につい

て売買により譲り受けるものであります。 

  申請地は一団となった耕作利便な農地であり、耕作地の作付は良好であります。 

  したがって、農地取得後も良好な維持管理が行われると思われることから、取得要件を満

たしており許可が妥当と判断をいたします。 

  ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

議  長 これより、質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

議  長 質疑なしと認めます。 
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  次に、採決いたします。 

議案第４号は、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

議  長 異議なしと認めます。 

  よって、議案第４号は、原案のとおり決定いたします。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

   ◎日程第５ 議案第５号 

議  長 日程第５ 議案第５号を議題といたします。 

  事務局より、議案の朗読と説明をお願いいたします。 

事務局農地班長 議案第５号 農用地利用集積計画の決定について。下記のとおり農業経営基

盤強化促進法第 18条第１項の規定による農用地利用集積計画の決定について審議を求める。

平成 29年４月 18日提出、香取市農業委員会会長 伊藤 寛。 

  議案の概要を説明します。 

平成 29 年度第１次農用地利用集積計画は整理番号１番から 259 番であります。ページは

19ページから 153ページです。 

  所有権移転が４件、4,217㎡すべて田でございます。 

  次に、使用賃借権設定の再設定４件 7,083㎡、このうち田が 4,083㎡、畑が 3,000㎡です。 

  次に、賃借権設定の新規が 96件、399,778.13㎡、このうち田が 324,284.13㎡、畑が 75,494

㎡です。 

  次に、再設定 61件、218,250.04㎡、このうち田が 206,894.04㎡、畑が 11,356㎡です。 

  次に、農地中間管理事業分について、賃借権設定の新規 94 件、724,374.23 ㎡、このうち

田が 717.003.23㎡、畑が 7,371㎡です。 

以上、259件の第１次農用地利用集積計画については、農業経営基盤強化促進法第 18条第

３項の各要件を満たしていると考えます。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

議  長 議案第５号については、農業委員会等に関する法律第 24条の規定に基づく議事参与

の制限に係る事案がありますので、当該事案を分離して審議いたします。 

  まず、議案第５号 52番、53番の２件について、審議いたします。 

  審議が終了するまでの間、〇番 〇〇委員の退場を求めます。 
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          （〇番 〇〇〇〇委員 退場） 

議  長 これより、質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

議  長 質疑なしと認めます。 

  次に、採決いたします。 

  議案第５号 整理番号 52 番、53 番の２件については、原案のとおり決定することに、ご

異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

議  長 異議なしと認めます。 

  よって、議案第５号 整理番号 52 番、53 番の２件については、原案のとおり決定いたし

ます。 

  〇番 〇〇委員の入場を許可します。 

          （〇番 〇〇〇〇委員 入場・着席） 

議  長 次に、議案第５号 122番について、審議いたします。 

  審議が終了するまでの間、〇番 〇〇委員の退場を求めます。 

          （〇番 〇〇〇〇委員 退場） 

議  長 これより、質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

議  長 質疑なしと認めます。 

  次に、採決いたします。 

  議案第５号 122番については、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

議  長 異議なしと認めます。 

  よって、議案第５号 122番については、原案のとおり決定いたします。 

  〇番 〇〇委員の入場を許可します。 

          （〇番 〇〇〇〇委員 入場・着席） 

議  長 次に、ただいま分離して審議した議案第５号の３件を除く 256件について、審議い

たします。 
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  これより、質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

議  長 質疑なしと認めます。 

  次に、採決いたします。 

  ただいま分離して審議した議案第５号の３件を除く 256件については、原案のとおり決定

することに、ご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

議  長 異議なしと認めます。 

  よって、ただいま分離して審議した議案第５号の３件を除く 256件については、原案のと

おり決定いたします。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

   ◎日程第６ 議案第６号 

議  長 日程第６ 議案第６号を議題といたします。 

  事務局より、議案の朗読と説明をお願いいたします。 

事務局農地班長 議案第６号 農用地利用配分計画案に対する意見について。下記のとおり農

地中間管理事業の推進に関する法律第 19 条第３項の規定による農用地利用配分計画案に対

する意見を求める。平成 29年４月 18日提出、香取市農業委員会会長 伊藤 寛。 

  議案の概要を説明します。 

  整理番号は１番から 13番、ページは 154ページから 204ページです。 

  貸借権設定の新規 13件、724,374.23㎡、このうち田が 717,003.23㎡、畑が 7,371㎡です。 

  以上の 13件の農用地利用配分計画案につきましては、農地中間管理事業法第 18条第４項

の各要件を満たしていると考えます。 

  ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

議  長 これより、質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

議  長 質疑なしと認めます。 

  次に、採決いたします。 
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  議案第６号は、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

議  長 異議なしと認めます。 

  よって、議案第６号は、原案のとおり決定いたします。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

   ◎日程第７ 議案第７号 

議  長 日程第７ 議案第７号を議題といたします。 

  事務局より、議案の朗読と説明をお願いいたします。 

事務局農地班長 議案第７号 香取市農業振興地域整備計画の変更に関する意見について。農

業振興地域の整備に関する法律施行規則第３条の２第２項において準用する同条第１項の規

定による意見について審議を求める。平成 29年４月 18日提出、香取市農業委員会会長 伊

藤 寛。 

  議案の概要を説明します。 

  整理番号１番、事情計画者は現在、県外に居住しておりますが、実家の両親が高齢のため、

実家の近くに家を建てる計画であります。 

  申請者の農地区分は、農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い農地で第

２種農地であります。 

  整理番号２番、事業計画者は〇〇〇〇を経営しておりますが、事業の拡大により敷地が手

狭なため、拡張する計画であります。 

  申請地の農地区分は第１種農地でありますが、お手元に配布の不許可の例外事由一覧表の

Ｏに該当します。 

  整理番号３番、事業計画者は、結婚に伴い実家の隣に家を新築する計画であります。 

  申請地の農地区分は、第１種農地でありますが、不許可例外事由一覧表のＩに該当します。 

  整理番号４番、事業計画者は、現在香取市内のアパートに住んでおります。 

  専業農家を営む両親が高齢なため、〇〇を〇〇して農業に従事するため、実家の隣の家を

建てる計画であります。 

  申請地は、第１種農地でありますが、不許可例外事由一覧表のＩに該当します。 

  以上、４件でございます。 

  ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 
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議  長 次に、事前審査会の報告をお願いします。 

  第１班 班長 髙木重樹委員。 

１６番髙木委員 事前審査会の審査結果について、ご報告をいたします。 

  香取市農業振興地域整備計画の変更案件は４件であります。 

  整理番号１番から４番まで、すべて現地調査を行いました。 

  現地調査した結果、申請地の農地区分は第１種例外規定に該当および第２種農地であるこ

とから、転用は可能な農地であり、隣接農地への影響等も考えられないことから、特に問題

はないと認められました。 

  よって、香取市農政課へ「問題なし」で意見進達するとの結論に達しました。 

  詳細につきましては、担当農業委員よりご説明願います。 

議  長 次に、担当委員の意見をお願いします。 

  整理番号１番について、２番 越川委員。 

２番越川委員 整理番号１番について、現地調査等を行った結果を申し上げます。 

  場所については、〇〇〇〇〇〇終点手前約〇〇メートルを〇〇〇〇〇〇の方に入って、そ

こから約〇〇メートル位です。 

  申請人は、現在県外に住んでおりますが、親が高齢で介護が必要になったため、実家の近

隣である申請地へ専用住宅を建築する予定とのことです。 

  用水は井戸水を利用し、雨水については宅内処理をし、汚水・雑排水については、合併浄

化槽で処理後、蒸発散装置で宅内処理する計画です。 

  隣接農地所有者の同意もあり、事業計画・各書類とも適切であると思われることから、農

振除外がなされた場合、転用の見込みがあるかどうか判断した結果、特に問題ないと判断い

たします。 

  ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

議  長 次に、２番について、４番 寺島委員。 

４番寺島委員 整理番号２番について、現地調査等を行った結果を説明申し上げます。 

  場所ですが、〇〇〇〇〇を〇〇方面に向かい〇〇〇〇〇〇を右折、左側に〇〇〇〇〇〇〇

〇がある〇〇を右折します。およそ〇〇メートル先左側です。 

  申請人は、〇〇の〇〇〇を隣接地で営んでおります。現在、〇〇〇〇〇の〇〇スペースが

不足しており、事業に支障をきたしているため、〇〇〇を増設する計画です。 

 用水については、利用はなく、汚水・雑排水の排水もありません。雨水は自然浸透で対応す
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る計画です。 

  隣接農地所有者の同意も得ており、事業計画、各書類とも適切であると思われることから、

農振除外がなされた場合、転用の見込みがあるかどうか判断した結果、特に問題はないと判

断いたしました。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

議  長 次に、３番について、６番 片野委員。 

６番片野委員 整理番号３番について、現地調査等を行った結果を説明申し上げます。 

  場所ですが、〇〇〇〇〇を〇〇方面に向かって行きますと、〇〇〇〇〇〇がありますがこ

れを〇〇〇〇〇〇の方へ左折いたします。〇〇メートルほど行きますと、〇〇〇〇〇〇〇と

立体交差になっていますが、この下をくぐってすぐに左折して〇メートルほど行きますと現

地があります。 

  申請人は結婚を機に妻の実家に隣接した申請地へ専用住宅および車庫を建築し、移り住み

たいとのことです。 

  用水は井戸水を利用し、雨水は浸透桝を設置し既設配管へ、汚水・雑排水は合併浄化槽で

処理後、隣接地の既設配管へ接続するとのことです。 

  隣接農地所有者の同意もあり、事業計画、各書類とも適切であると思われることから、農

振除外がなされた場合、転用の見込みがあるかどうか判断した結果、特に問題はないと判断

しました。 

  ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

議  長 次に、４番については、私の案件であるので、議事進行の都合上、事務局より意見

書の代読をお願いします。 

事務局 整理番号４番について、現地調査等を行った結果を説明申し上げます。 

  場所につきましては、〇〇〇〇〇〇と〇〇〇の交わる〇〇〇の〇〇〇を〇におよそ〇〇メ

ートル行った場所になります。 

  申請人は現在アパートに住んでおります。近年、両親が高齢で農作業に従事することが困

難になってきたため、申請人は、〇〇を〇〇し、農業を営むため実家の隣接地へ住宅を建築

する計画であります。 

  用水は、市水道を利用し、雨水については浸透桝を設置し、宅内処理とのことです。汚水・

雑排水については実家の既設浄化槽に接続するとのことです。 

  隣接農地所有者の同意もあり、事業計画、各書類とも適切であると思われることから、農
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振除外がなされた場合、転用の見込みがあるかどうか判断した結果、特に問題はないと判断

しました。 

  ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

議  長 これより、質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

議  長 質疑なしと認めます。 

  次に、採決いたします。 

  議案第７号についての意見は、「問題なし」とすることに、ご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

議  長 異議なしと認めます。 

  よって、議案第７号についての意見は、「問題なし」とすることと決定いたします。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

   ◎日程第８ 報告第１号から報告第５号 

議  長 これより報告事項に入ります。 

  事務局から説明を求めます。 

事務局農地班長 報告第１号 農地法第 18条第６項の規定による通知について。下記のとおり

農地法第 18条第６項および農地法施行規則第 68条の規定による解約等の通知があったので

報告する。平成 29年４月 18提出、香取市農業委員会会長 伊藤 寛。 

  通知は８件です。 

  報告第２号 農業経営基盤強化促進法に基づく利用権の中途解約に係る通知について。下

記のとおり農地法第 18条第６項および農地法施行規則第 68条の規定による農用地利用集積

計画（中途解約）の通知があったので報告する。平成 29年４月 18日提出、香取市農業委員

会会長 伊藤 寛。 

通知は 28件です。 

報告第３号 農地法施行規則第 29条第１号に関する農地転用の届出について。下記のとお

り農地法施行規則第 29条第１号に関する農地転用の届出があったので報告する。平成 29年

４月 18日提出、香取市農業委員会会長 伊藤 寛。 

届出は、１件です。 
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報告第４号 軽微な農地改良の届出について。下記のとおり、軽微な農地改良の届出書の

提出があったので報告する。平成 29年４月 18日提出、香取市農業委員会会長 伊藤 寛。 

届出は、１件です。 

報告第５号 農地法の許可を要しない農地等の権利取得の届出について。下記のとおり農

地法第３条の３第１項の規定による届出があったので報告する。平成 29年４月 18日提出、

香取市農業委員会会長 伊藤 寛。 

届出は７件です。 

以上、報告を申し上げます。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

   ◎閉  会 

議  長 以上、上程いたしました議案はすべて審議が終了いたしました。慎重なる審議に対

しまして、厚くお礼申し上げます。 

本日の総会は、これをもって閉会といたします。誠にありがとうございました。 

            閉会 午後 ３時５７分  
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